
※ 横須賀あじさい園　算定する加算の種類と目的

加　算　名
（単位数）

算定の要件 目　　　　的

栄養ケアマネジメント加算
（１４単位/日）

常勤の管理栄養士を１名以上配置
し、栄養ケアマネジメントを実施した
場合。

管理栄養士を中心に、医師・介護・看護職員等が協働し
て、高齢者施設に入所する高齢者に多く見られる「低栄
養状態」を防ぐ指導や糖尿病などの食事療法等を計画
的に行うことにより、ご入所者様個々の嚥下状態等を考
慮した栄養管理で、食べることにおける入所生活の質
の向上を目的とします。

日常生活継続支援加算
Ⅰ　　　　　（３６単位/日）

一定期間の新規ご入所者様のう
ち、要介護度4～5の方の割合が
70％以上又は認知症で日常生活に
支障をきたすおそれのあるご入所
者様の割合が65％以上で、介護福
祉士の資格を有する介護職員がご
在所者様数に対して6又はその端
数を増すごとに1人以上配置してい
る場合。

要介護度３以上の高齢者を中心とした、生活重視型施
設としての位置付けを踏まえ、ご自宅での介護が困難
な高齢者に対する質の高いケアを実施する観点から、
要介護４以上の重度のご入所者様や一定以上の状態
の認知症高齢者等の新規ご入所を一定割合以上受け
入れ、在所者様数に対し介護福祉士を一定割合以上配
置してよりよい日常生活をご提供することを目的としま
す。

夜勤職員配置加算（Ⅰ）
（１３単位/日）

夜勤職員（介護・看護職員）を基準
数以上配置した場合

夜勤時間帯（17：30～翌9：30）に基準以上の担当職員を
配置することにより、夜間の支援の質の向上を図ること
を目的とします。

精神科医師定期的療養指
導加算
（５単位/日）

認知症である入所者が全入所者の
３分の１以上を占める施設におい
て、精神科を担当する医師による定
期的な療養指導が月に２回以上行
われている場合。

ご入所者の個々の認知症状の現れ方、原因と種類、特
徴、進行の速度等は様々です。それぞれのご入所者に
合った日常生活、食事、服薬などをご提供できるよう専
門医師が定期診療、生活指導を致します。

看護体制加算（Ⅰ）
（４単位/日）

常勤の正看護師を1名以上配置し
ている場合

常勤の看護師を1名以上配置して、病院等と連携を取る
ことで、ご入所者様が日常生活の中でより健康に過ごし
ていただくことを目的とします。

介護職員等特定処遇改善
加算(Ⅰ)

２.７％

各介護サ-ビス毎の介護報酬総額
に算定状況に応じた加算率（特養・
短期2.7％）を乗じた額を加算として
算定する。

介護職員の人材不足と、今後見込まれるサービス量の
増加に資するため、経験・技能のある介護職員を重点を
置き、更なる処遇改善を目指すため2019年10月から施
行された加算。(一部介護職員以外の職員にも充当され
ます。）

初期加算
（３０単位/日）

ご入所日から30日以内の期間。（30
日以上の入院後の再入所も同様で
す）

施設への入所後30日間は、ご本人の心身の状態の把
握等を行います。

外泊時費用
（月６日を限度）
（２４６単位/日）

病院等へ入院した場合、居宅など
へ外泊をした場合（入院・外泊の初
日及び最終日を除く）

入院、外泊中には所定の基本単位、食費、居住費を頂
かない代わりに、月６日間（月をまたいだ場合は最長１２
日間）を限度として外泊時費用を頂戴いたす場合があり
ます。

　※「単位数」・・・　　介護保険の保険単位数を表し、金額としては次の計算式で概算額が求められます。

　　　　　　　　　　　　　「単位数」×10.45　＝　「費用」　　　※「費用」の１割、２割又は３割相当額がご利用者様ご負担額です。

介護職員処遇改善加算
（Ⅰ）

８.３％

各介護サ-ビス毎の介護報酬総額
に介護職員人件費率（特養・短期
8.3％、通所5.9％）を乗じた額を加
算として算定する。

厳しい雇用情勢の中で、介護分野における雇用の創
出・人材育成等につながるよう、総合的な対策を講じる
ための施策の一環で、加算報酬の全てが介護職員の
処遇改善のみに使われます。
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